
議
案
第
二
十
八
号

三
朝
町
老
人
憩
の
家
の
設
雀
及
び
管
理
紅
絹
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
｡
三
朝
町
老
人
憩
の
家
の
設
置
及
び
管
理
紅
絹
す
る
条
例
の
l
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い

て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
聖
ハ
十
七
号
)
第
九
十
六
条
薮
二
r
g
の
規
定
に
よ
｡
'
本
議
会

の
議
決
を
求
め
る
｡

平

成

元

年

三

月

十

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

′

三

朝

町

長

　

安

　

田

　

真

　

1

　

郎

-

平
成
元
年
参
月
廿
拾
弐
日
　
原
寮
可
決

三
鯛
町
亀
谷
級
長
安
井
血
行



三
朝
町
条
例
弟

号

三
朝
町
老
人
憩
の
家
の
穀
雀
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

三
朝
町
老
人
憩
の
家
の
殻
盤
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
(
暗
和
四
十
七
年
三
朝
町
条
例
第
三
十
1
号
)

一

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

別
表
三
の
項
中
｢

を

に

改

め

る

｡



一一･

附

　

則

こ
の
条
例
は
'
平
成
元
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡


